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ID・パスワードは 会員ID：1101　パスワード：1005

インターネットセミナー

郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

お問い合わせは郡山法人会事務局まで　ＴＥＬ：024-933-7777

会員は専用IDとパス
ワードを入れてログ
インする事により多
くのコンテンツが視
聴可能となります。

ログインIDとパスワードを入力してログインしてください

で検索いただけます

ログインID パスワード ログイン

無料

●●●● ●●●●

300タイトル以上のセミナーが無料で受講できます



税務職員を装った
不審な電話にご注意ください

税務署ニュース
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東北税理士会郡山支部
税理士 柳内 一彦

税のミニ通信

　平成27年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税
法等の一部を改正する法律」が3月31日に成立、交付され、4月1日から施行されて
います。
　本年度の税制改正は、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていくため、成
長志向に重点を置いた法人税改革が行われ、「法人税率の引下げ」「中小法人等の軽
減税率の特例の延長」「欠損金の繰越控除の見直し」「受取配当等の益金不算入制度
の見直し」「所得拡大税制の見直し」等が行われていますが、今回は「法人税の引下
げ」と「中小法人の軽減税率の特例の延長」について述べてみます。

1 改正の背景
　我が国の法人実効税率は世界最高水準にありますが、この実効税率を引下げすることにより、日本企業の
国際競争力を高めるとともに国際企業に対する立地競争力を強化し、日本への事業所誘致を活性化させた
り、日本企業の海外移転を防止し、国内雇用の維持・国内景気浮上の実現を図ることを目的として、平成27
年度から法人税改革に着手しています。
　27年度は経済の好循環の実現を力強く後押しするため法人税の税率の引下げが行われます。
　また、28年度以降の税制改正においても、法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指して、継続し
て改革が行われます。

2 改正の内容
　（1）法人税の税率の引下げ
　各事業年度の所得に対する税率について普通法人の税率が23.9%（改正前25.5%）に引き下げられま
した。（法法66条、143条）
　これにより、平成27年度改正では、法人事業税（地方税）の所得割の税率の引き下げを合わせて、国・地
方を通じた法人実効税率は下図のようになります。

　（2）中小法人等の軽減税率の特例の延長
　中小法人等の軽減税率の特例（所得金額年800万円以下の部分に対する税率を19%から15%に引き
下げる措置）について、中小法人等の景気動向に配慮し、適用期限が2年間延長されました。（措法42条の
3の2、68条の8）

3 適用期日
　上記2（1）の改正については、平成27年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税につい
て、上記2（2）については平成29年3月31日までの間に開始する事業年度の法人税について適用されます。
（附則21条）

「平成27年度税制改正」
法人税の引下げと中小法人等の軽減税率の特例の延長

26年度
25.5%
7.2%

34.62%

23.9%
6.0%

32.11%

23.9%
4.8%

31.33%
▲2.51% ▲3.29%

27年度 28年度
法 人 税 率

法 人 実 効 税 率

法人事業税所得割（標準税率）

※所得割の税率には、法人地方特別税を含みます。
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マイナンバー制度 企業の実務対策講座開催マイナンバー制度 企業の実務対策講座開催
　７月１６日、郡山法人会会館において、税理士・東北税理士会福島県支部連合会　副会長の熊田耕治氏を講師に
招き、「マイナンバー制度実務対策講座」を開催した。４０名の定員を上回る申込みがあり、マイナンバーへの関心
の高さが伺えました。
　今年１０月から交付が始まるマイナンバーについて、制
度の概要や準備すべき対策、また安全管理措置について
わかりやすく説明いただき、参加者は真剣にメモを取って
いた。参加者からは、多くの質問が挙がり、実りある研修会
となった。

第２回 理事会開催第２回 理事会開催
　７月２９日、平成２７年度第２回理事会を郡山ビューホテルアネックスで開催した。役員改選後初の理事会であり、
伊野勝彦会長は、「会員増強、福利厚生の推進を図り財政基盤や組織の強化に向け、役員のみなさまの協力をお願
いしたい。」と所信表明をした。また、７月の定期異動で新着任された、郡山税務署法人課税第一部門統括官の吉田
賢一氏に、ごあいさつをいただいた。
　議事では、委員会構成の承認について、各委員会構成（案）を上程し異議なく承認された。報告事項については、
法人会活動について理解を深
めていただけるよう、法人会
の現況について報告した。ま
た、青年部会、女性部会の各部
会長より今後の活動について
報告があった。

伊野会長挨拶 第２回 理事会郡山税務署 吉田統括官

熱心に聴講する受講者講師の熊田耕治氏

新入部会員を募集しています！
　青年部会では、異業種交流を通じ、次代を担う経営者のための育成や研修、社会貢献活動を中心に事業を行
っています。
　女性部会では、経営・税務知識の向上と部会員相互の親睦を図り、女性特有のきめ細やかさを生かした社会
貢献活動を行っています。
　両部会で特に力を入れている、小学生を対象にした社会貢献活動・租税教室は、地域社会にとってその行動
力が大きな役割を果たしています。
　ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

○青年部会  ○女性部会
【入会資格】 郡山法人会の会員企業経営者 【入会資格】 郡山法人会の会員企業経営者及び従業員。
 及び従業員で、年齢５０歳未満の方。 【年 会 費】 ６，０００円 
【年 会 費】 １０，０００円 
お問い合わせ先：郡山法人会事務局　郡山市虎丸町１４－２　TEL：０２４－９３３－７７７７

公益社団法人郡山法人会　青年部会・女性部会

発行所　郡山市虎丸町14番2号　公益社団法人郡山法人会　（024-933-7777）　　編集　広報委員会


